
奈
良
県
東
北
部
村
落
に

おけ
る
宮
座
の
組
織
と
儀
礼
室
生
村
多
甲
染
田
を
中
心
に
上
野
和
男

弓
庁
o
巨
尾
曽
N
飴
o
り
望
Φ
甘
目
即
目
島
図
津
Φ
切
甘
2
0
ユ
庁
6
旬
o
o
甘
『
目
2
即
『
旬
¶
『
Φ
齢
9
田
『
⑫

0
問
題

●
多
田
の
宮
座

③
染
田
の
宮
座

④結
語

［論文
要
旨
］

　
本
稿は
、
一
九
九
七
年
以
降
の
現
地
調
査
も
と
つ
い
て
、
奈
良
県
東
北
部
に
位
置
す
る
室
生
村
東
　
　
　
　
対
象
と
す
る
地
域
で
ど
の
よ
う
な
傾
向
が
み
と
め
ら
れ
る
か
考
察
す
る
の
が
第
二
の
課
題
で
あ
る
。

里
地区
の
宮
座
組
織
と
祭
祀
儀
礼
の
構
造
に
つ
い
て
、
多
田
と
染
田
の
二
つ
の
集
落
を
中
心
に
考
察
　
　
　
　
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
、
考
察
の
結
果
、
次
の
結
論
を
得
た
。
ひ
と
つ
は
、
こ
の
地
域
の
宮
座

す
る
調
査
報
告
で
あ
る
。
本
稿
の
主
要
な
課
題
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
は
、
宮
座
の
家
族
レ
ベ
　
　
　
　
の
基
本
的
原
理
は
家
を
単
位
と
す
る
当
屋
制
原
理
で
あ
り
、
年
齢
序
列
は
そ
の
な
か
で
個
人
の
地
位

ル

の構
造
原
理
で
あ
る
当
屋
制
と
、
個
人
レ
ベ
ル
の
構
造
原
理
と
し
て
の
年
齢
序
列
が
ど
の
よ
う
に
　
　
　
　
関
係
を
設
定
す
る
補
助
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、
こ
の
地
域

か

かわ
っ
て
い
る
か
を
、
事
例
に
即
し
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
対
象
と
す
る
地
域
に
お
　
　
　
　
の
宮
座
は
、
特
定
の
家
に
極
端
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
を
避
け
、
複
数
の
当
屋
が
役
割
を
分
担
し
た
り
、

い
て
は
、
年
齢
順
に
着
座
し
た
り
祭
祀
の
執
行
に
あ
た
る
な
ど
、
年
齢
序
列
が
一
定
の
重
要
性
を
保
　
　
　
費
用
を
負
担
す
る
傾
向
が
強
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

持し
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
問
題
は
こ
の
地
域
の
宮
座
が
、
宮
座
↓
般
論

に

提
起す
る
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
は
、
宮
座
儀
礼
の
構
造
の
問
題
の
ひ

と
つ
と
し
て
、
宮
座
が
実
際
に
さ
ま
ざ
ま
な
祭
祀
を
行
う
場
合
、
そ
の
方
法
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ

は
す
な
わ
ち
、
特
定
の
当
屋
に
祭
祀
的
役
割
や
経
済
的
負
担
を
集
中
さ
せ
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
宮
座
研
究
で
は
こ
れ
に
二
つ
の
型
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
が
、

1
5

3
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0
問
題

　
本
稿
は
、
奈
良
県
宇
陀
郡
室
生
村
旧
束
里
地
区
の
宮
座
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
で

あ
る
。
奈
良
県
の
宮
座
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
天
理
市
荒
蒔
の
事
例
を
報
告
し
た
こ

と
が
あ
る
（
上
野
和
男
一
九
九
二
）
。
荒
蒔
の
宮
座
は
い
わ
ゆ
る
株
座
形
態
で
あ
っ

た
が
、
今
回
報
告
す
る
室
生
村
の
宮
座
の
多
く
は
、
い
わ
ゆ
る
村
座
形
態
を
と
っ
て

い

る
。
ま
た
、
荒
蒔
が
奈
良
盆
地
の
中
央
部
に
位
置
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
今
回

の
調
査
対
象
地
は
「
大
和
高
原
」
と
よ
ば
れ
る
奈
良
盆
地
東
方
の
山
間
地
域
で
あ
る
。

本
稿

は
、
一
九
九
七
年
以
降
の
現
地
調
査
も
と
つ
い
て
、
こ
の
地
域
の
宮
座
組
織
と

祭
祀
儀
礼
の
構
造
に
つ
い
て
、
多
田
と
染
田
の
二
つ
の
集
落
を
中
心
に
考
察
し
て
み

　
　
　
　
（
1
）

た
い
と
思
う
。

　
宮
座
は
当
屋
制
を
原
理
と
す
る
神
社
祭
祀
組
織
で
あ
り
、
構
成
単
位
と
し
て
の
家

の

独
自
性
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
対
内
的
な
家
相
互
の
平
等
性
対
等
性
と
対
外
的
な

封
鎖
性
排
他
性
を
特
徴
と
す
る
神
社
祭
祀
組
織
で
あ
る
。
交
代
で
祭
祀
当
番
を
勤
め

る
当
屋
を
設
定
し
、
一
定
期
間
当
屋
に
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
集
中
す
る
点
に
お
い
て
、

宮
座
は
短
期
的
に
は
特
定
の
家
に
役
割
を
集
中
す
る
シ
ス
テ
ム
を
も
つ
が
、
こ
の
当

屋
を
一
定
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
構
成
メ
ン
バ
ー
間
に
巡
回
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

長
期
的
に
は
特
定
の
家
や
人
物
に
役
割
を
集
中
し
な
い
役
割
拡
散
の
シ
ス
テ
ム
を
も

つ
組
織
で

も
あ
る
。
当
屋
制
を
基
本
と
し
、
こ
れ
に
年
齢
階
梯
制
、
双
分
制
な
ど
に

よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
宮
座
の
組
織
は
、
対
内
的
対
等
性
と
対
外
的
封
鎖
性
を
維

持
す
る
機
構
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
年
齢
序
列
は
当
屋
制
原
理
の
も
と
で
の
当
屋

の
順
序
を
決
定
す
る
ひ
と
つ
の
基
準
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
年
齢
序
列
を
宮

座
の
基
本
原
理
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
ば
し
ば
年
齢
の
序
列
が
重
要
な

意
味
を
も
っ
て
き
た
地
域
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
対
象
と
す
る
地
域
に
お
い
て
も
、
年

齢
順

に
着
座
し
た
り
祭
祀
の
執
行
に
あ
た
る
な
ど
、
年
齢
序
列
が
一
定
の
重
要
性
を

保
持
し
て
き
た
。
家
族
レ
ベ
ル
の
構
造
原
理
で
あ
る
当
屋
制
と
、
個
人
レ
ベ
ル
の
構

造
原
理
と
し
て
の
年
齢
序
列
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
は
、
こ
の
地
域
の

宮
座
が
、
宮
座
一
般
論
に
提
起
す
る
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
ま
た
、
宮
座
儀
礼
の
構
造
の
問
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
宮
座
が
実
際
に
さ
ま
ざ
ま

な
祭
祀
を
行
う
場
合
、
そ
の
方
法
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
お
よ
そ
二
つ
の
型
が

あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
当
屋
に
役
割
を
集
中
し
、
当
屋
が
氏
子
を
代
表
し
て
多
額
の
金

銭
や

労
力
を
負
担
し
て
祭
祀
を
執
行
す
る
型
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
当
屋
が
中

心

的
役
割
を
担
う
点
は
同
様
で
あ
る
が
、
金
銭
負
担
や
労
力
負
担
を
村
落
な
い
し
宮

座
全
体
で
負
担
し
て
祭
祀
を
執
行
す
る
型
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
型
に
よ
っ
て
具
体

的
な
祭
祀
の
方
法
は
大
き
く
異
な
る
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
奈
良
県
大
和
高
原
の
宮

座
の

一
般
的
傾
向
と
し
て
は
、
「
当
屋
負
担
型
」
の
祭
祀
執
行
か
ら
、
宮
座
全
体
の

負
担
に
よ
っ
て
祭
祀
を
執
行
す
る
「
宮
座
負
担
型
」
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
の
が
現
状

で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
宮
座
祭
祀
の
執
行
の
問
題
も
こ
の
地
域
の
宮
座
を
考
察
す
る

場
合
、
重
要
な
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

こ
の
地
域
の
宮
座
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
も
か
ず
か
ず
の
調
査
が
行
わ
れ
て
き
た
。

も
っ
と
も
早
い
の
は
、
肥
後
和
男
が
主
宰
し
た
調
査
（
肥
後
和
男
宮
座
資
料
一
九
三

四
）
で
あ
る
。
こ
の
調
査
で
は
束
里
地
区
七
集
落
の
う
ち
六
集
落
に
つ
い
て
、
詳
細

な
調
査
が
行
な
わ
れ
た
が
、
本
稿
の
対
象
の
う
ち
多
田
に
つ
い
て
は
調
査
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
の
調
査
資
料
を
現
代
と
比
較
す
れ
ば
、
昭
和
初
期
以
来
の
こ
の
地
域
の
宮

座
の
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
も
肥
後

和
男
宮
座
資
料
は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
戦
後
の
『
室
生
村
史
』
（
一
九
六
六
）

の

た
め
の
調
査
で
は
、
染
田
と
深
野
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
調
査
報
告
は
簡
潔

で

あ
る
。
こ
の
地
域
の
村
落
に
つ
い
て
の
総
合
的
調
査
は
、
小
原
と
上
笠
間
を
対
象

と
し
て
明
治
大
学
社
会
学
研
究
室
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
の
が
初
め
て
で
あ
る
。
こ

の
調
査
で

は
村
落
全
般
に
わ
た
る
民
俗
誌
的
調
査
が
行
な
わ
れ
る
と
と
も
に
、
村
落

組
織
の
中
核
を
な
す
宮
座
の
詳
細
な
調
査
も
行
な
わ
れ
た
（
明
治
大
学
社
会
学
研
究

室
一
九
八
〇
、
一
九
八
一
）
。
こ
の
調
査
の
結
果
を
も
と
に
蒲
生
正
男
（
一
九
八
一
）

は
、
村
落
を
構
成
す
る
家
族
間
の
実
質
的
平
等
原
理
が
、
宮
座
を
は
じ
め
と
す
る
こ
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上野和男［奈良県東北部村落における宮座の組織と儀礼］

の
地
域
の

村
落
構
造
を
規
定
し
て
い
る
と
分
析
し
て
い
る
。

　
本
稿
で

は
、
多
田
と
染
田
の
宮
座
の
組
織
と
儀
礼
に
つ
い
て
分
析
し
、

村
束
里
地
区
の
他
の
村
落
の
宮
座
と
比
較
考
察
を
試
み
た
い
と
思
う
。

②
多
田
の
宮
座

　
ω
　
束
里
地
区
の
宮
座
の
概
況

　

室
生
村
は
奈
良
県
の
東
北
部
、
奈
良

盆
地
の

東
に
ひ
ろ
が
る
山
間
地
域
の
ほ

ぼ

中
央
部
に
位
置
す
る
。
七
つ
の
集
落

で
構
成
さ
れ
る
束
里
地
区
は
、
室
生
村

の

も
っ
と
も
北
部
の
笠
間
川
流
域
に
位

置
し
、
室
生
村
と
な
る
一
九
五
五
年
ま

で

は
山
辺
郡
束
里
村
で
あ
っ
た
。
近
世

期
の
村
落
も
こ
の
七
集
落
で
あ
り
（
『
元

緑
郷
帳
』
）
、
こ
の
う
ち
染
田
と
無
山
は

多
田
の
枝
郷
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
笠

間
川
の
上
流
に
は
、
都
祁
村
吐
山
集
落

が
あ
る
。
束
里
地
区
七
集
落
の
現
在
の

宮
座
の
状
況
は
図
一
に
示
す
通
り
で
あ

る
。
こ
の
図
に
は
、
各
集
落
の
宮
座
の

座
数
と
現
在
の
例
祭
の
日
程
を
示
し
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宮
座
が
複
数
の
座

（
い

ず
れ
も
二
座
）
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
て

い

る
集
落
と
、
一
座
で
構
成
さ
れ

て

い

る
集
落
と
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

複
数
の
座
の
名
称
は
、
本
座
・
新
座
、

後
に
室
生

上笠間10／1，

（本座・平座

／20深野　●
本座・平座）

　　　　　　10／17染田

　　　　　　（古座・新座
　　　　　　（今は一座）

　多田10／17　●

　　（一座）

10／17無山●

本座・平座）

図1　束里地区（旧束里村）の各集落の宮座

も
し
く
は
本
座
・
平
座
で
あ
る
。
複
数
の
座
が
ど
の
よ
う
な
構
成
を
示
し
て
い
る
か

は
、
「
株
座
」
「
村
座
」
の
問
題
に
関
連
し
て
こ
の
地
域
の
宮
座
の
考
察
に
お
い
て
重

要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
各
集
落
の
例
祭
は
二
日
間
に
わ
た
っ
て
行
な
わ

れ

る
が
、
現
在
の
祭
日
は
い
ず
れ
も
十
月
の
後
半
に
集
中
し
て
い
る
。
最
近
、
土
曜

日
か
ら
日
曜
日
に
か
け
て
行
な
わ
れ
て
い
る
集
落
も
一
部
に
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
笠

間
川
上
流
の
集
落
か
ら
始
ま
り
、
徐
々
に
下
流
の
集
落
に
移
行
し
て
行
く
。
こ
れ
は

例
祭

に
お
け
る
親
族
の
招
待
に
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
束
里
地
区
で
も
例

祭
の
際
に
、
親
族
、
と
く
に
婚
出
し
た
娘
と
そ
の
家
族
を
呼
び
寄
せ
る
慣
行
が
あ
る
。

こ
の
事
実
は
、
蒲
生
正
男
（
一
九
五
二
）
が
分
析
し
た
都
祁
村
吐
山
の
盆
の
祖
先
祭

祀
儀
礼

ト
ウ
マ
イ
リ
の
日
程
の
集
落
ご
と
の
ズ
レ
の
問
題
を
想
起
さ
せ
る
。
単
系
親

族
組
織
を
も
た
な
い
こ
の
地
域
で
は
、
双
系
的
親
族
組
織
を
機
能
さ
せ
る
た
め
に
あ

え
て
ズ
レ
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
②

宮
座
組
織

　
多
田
は
、
現
在
三
十
五
戸
の
集
落

で

あ
る
。
多
田
に
は
、
村
組
と
し
て

三

つ
の

垣
内
が
あ
り
、
南
垣
内
は
十

一
戸
、
北
垣
内
は
五
戸
、
西
垣
内
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
戸
で
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
他
に

村
入
り
し
て
い
な
い
家
が
八
軒
あ
る
。

八
軒
は
い
ず
れ
も
最
近
の
多
田
に
居

住
し
た
家
々
で
あ
る
。
多
田
に
は
、

九

頭
神
社
と
春
日
神
社
の
ふ
た
つ
の

神
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
集
落
の
南

端
に
位
置
す
る
九
頭
神
社
は
か
つ
て

多
田
氏
が
祭
祀
し
て
い
た
と
伝
承
さ

れ

る
の
に
対
し
て
、
集
落
の
中
央
部

写真1　九頭神社（多田）
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に
祀
ら
れ
て
い
る
春
日
神
社
は
集
落
の
カ
ミ
と
伝
承
さ
れ
る
。
春
日
神
社
は
一
時
、

九

頭
神
社
境
内
に
移
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
現
在
は
旧
地
に
戻
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
地
域
一
体
で
は
、
神
社
の
造
営
が
二
十
年
に
一
度
行
な
わ
れ
る
が
、
九
頭
神
社

で

も
こ
の
遷
宮
が
行
な
わ
れ
る
。
最
近
で
は
一
九
九
五
年
に
新
社
殿
の
造
営
が
行
な

わ

れ

た
。
九
頭
神
社
境
内
に
は
、
九
頭
神
社
の
他
に
蛙
子
神
社
、
稲
荷
神
社
、
金
比

羅
大
権
現
な
ど
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
本
殿
の
手
前
に
は
新
築
の
社
務
所
が
あ
り
、
例

祭
の
直
会
は
こ
こ
で
行
な
わ
れ
る
。
社
務
所
は
、
か
つ
て
籠
堂
で
あ
っ
た
。

　
多
田
の
宮
座
は
一
座
の
構
成
で
あ
り
、
そ
の
構
成
員
は
現
在
、
二
十
四
軒
で
あ
る
。

多
田
は
村
の
人
々
の
記
憶
の
限
り
、
古
く
か
ら
一
座
で
あ
っ
た
。
本
座
、
新
座
な
ど

は

聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
宮
座
に
は
特
に
名
称
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ

の

宮
座
が
九
頭
神
社
、
春
日
神
社
双
方
の
祭
祀
を
担
当
す
る
が
、
祭
祀
の
中
心
は
九

頭
神
社
で
あ
る
。
宮
座
の
当
番
は
「
当
屋
」
も
し
く
は
「
当
屋
神
主
」
と
よ
ば
れ
る
。

当
屋
は
ま
た
、
「
村
神
主
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
例
祭
に
招
く
職
業

神
主
に
対
す
る
呼
び
名
で
あ
る
。
当

屋

は
毎
年
二
軒
ず
つ
家
並
順
に
つ
と

め

る
。
年
齢
順
で
は
な
い
。
一
九
五

〇

年
以
降
の
当
屋
は
、
『
昭
和
二
十

五
年
起
　
当
屋
神
主
引
継
目
録
　
大

字
多
田
区
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
以
前
の
記
録
は
な
い
。
こ
の
記

録
に

よ
れ
ば
、
毎
年
の
例
祭
二
日
目

の

十
月
十
七
日
に
次
年
度
の
二
人
の

当
屋
神
主
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

幕
、
幟
、
神
主
衣
装
、
太
鼓
な
ど
の

祭
具
や
什
器
、
記
録
帳
、
貯
金
通
帳

な
ど
も
こ
の
と
き
に
引
き
継
が
れ
る
。

こ
の
記
録
に
よ
っ
て
、
多
田
の
当
屋

写真2　『大宇多田補事行事記録帳』

が

家
並
順
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
二
人
の
当
屋
の
う
ち
年
齢

の

上
の

当
屋
を
ア
ニ
キ
ガ
ン
ヌ
シ
、
ま
た
は
ア
ニ
ド
ウ
ヤ
（
兄
当
屋
）
、
年
齢
の
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
者
を
オ
ト
ウ
ト
カ
ン
ヌ
シ
、
ま
た
は
オ
ト
ウ
ト
ド
ウ
ヤ
（
弟
当
屋
）
と
も
呼
ぶ
。

兄
当
屋
が
中
心
に
な
っ
て
当
屋
を
勤
め
る
。
弟
当
屋
は
兄
当
屋
を
補
佐
す
る
。
多
田

で
は

当
屋
の
家
の
入
口
に
注
連
縄
を
張
る
な
ど
、
当
屋
を
示
す
シ
ン
ボ
ル
は
と
く
に

な
い
。
当
屋
と
は
別
に
多
田
に
は
「
一
老
」
「
二
老
」
な
ど
の
制
度
が
あ
る
。
こ
れ

は
宮
座
の
メ
ン
バ
ー
全
員
（
男
子
）
が
年
齢
順
に
三
老
」
「
二
老
」
…
…
と
名
称

が
つ
け
ら
れ
、
な
か
で
も
＝
老
」
「
二
老
」
が
祭
祀
の
進
行
な
ど
に
お
い
て
特
別

の

役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
一
老
の
こ
と
を
「
年
長
」
と
も
い
う
。
現
在
の
↓
老

は
、
こ
こ
四
～
五
年
一
老
を
つ
と
め
て
い
る
と
い
う
。

　
宮
座
祭
祀
の
行
事
内
容
を
記
録
し
た
文
書
と
し
て
は
、
『
昭
和
三
十
七
年
一
月
十

日
　
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
吉
日
改
め
　
大
字
多
田
神
事
行
事
記
録
帳
　
多
田
区
』

が
あ
る
。
一
年
間
の
各
行
事
の
詳
細
な
内
容
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
と
と
も
に
、

忌
服
の

範
囲
や
代
理
出
席
な
ど
に
つ
い
て
規
程
が
あ
る
。
こ
の
規
程
は
一
九
六
二
年

一
月
に
定
め
ら
れ
た
の
ち
、
一
九
七
二
年
、
一
九
八
六
年
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
他

に
も
細
か
な
改
正
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
多
田
の
神
社
祭
祀
の
戦
後

改

革
と
い
わ
れ
る
実
態
で
あ
る
。
一
九
八
六
年
改
正
時
の
「
覚
書
」
と
し
て
つ
ぎ
の

三
点
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

コ
一

、

　
一

戸
主

の
忌
服
の

場
合
は

宵
宮
の
当
屋
座
に
代
理
出
席
を
認
め
る

秋
祭
の
御
渡
り
お
稚
児
は
、
や
む
を
得
ぬ
場
合
は
一
人
で
も
よ
い
事

鬼
鎮
、
宵
宮
座
に
大
字
区
民
が
認
め
都
合
悪
き
場
合
は
、
区
長
の
承
認
を
得

て

出
席
し
、
男
女
同
権
と
し
て
、
男
女
を
問
わ
ず
年
長
順
に
着
座
す
る
こ
と

を
認
め
る
」

第
一
項
と
第
三
項
は
い
ず
れ
も
代
理
出
席
に
つ
い
て
の
規
程
で
あ
る
。
第
一
項
は
忌

　
　
ハ
る
　

服
の
場
合
、
第
三
項
は
そ
の
他
戸
主
が
都
合
に
よ
り
出
席
で
き
な
い
場
合
で
あ
る
。

第
三
項
は
女
性
の
代
理
出
席
を
認
め
て
い
る
。
第
一
項
の
「
当
屋
座
」
と
は
社
務
所

で
行

な
わ
れ
る
当
屋
主
催
の
直
会
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
規
程
は
、
一
九
七
二
年
の
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改
正
の
時
か
ら
記
述
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
九
七
二
年
に
女
性
の
代
理
出
席
が

始
め

て

認
め

ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
前
の
直
会
は
男
子
の
み
の
参

加
で
あ
っ
た
。
一
九
九
七
年
の
例
祭
で
も
二
人
の
女
性
が
代
理
出
席
し
て
い
た
。
た

だ

し
、
規
程
に
あ
る
よ
う
な
年
齢
順
で
は
な
く
、
女
性
二
人
は
末
席
に
着
座
し
て
い

た
。
代
理
出
席
に
関
連
し
て
、
大
正
時
代
ま
で
「
男
座
」
「
女
座
」
の
別
が
あ
っ
た
。

男
座
、
女
座
に
つ
い
て
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
い
ず
れ
も
当
屋
の
家
で
行
な

わ
れ
た
座
で
、
男
座
に
は
戸
主
、
女
座
に
は
戸
主
の
妻
が
参
加
し
た
と
い
わ
れ
る
。

　

こ
の
規
程
は
直
系
親
族
、
と
く
に
父
方
親
族
を
優
先
し
、
傍
系
親
族
、
妻
‖
母
方

親
族
の
劣
位
に
お
く
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
な
服
忌
規
程
の
原
則
に
則
し
た
規
程
で

あ
る
が
、
甥
姪
、
従
兄
弟
姉
妹
な
ど
の
傍
系
親
族
の
期
間
が
他
に
比
べ
て
著
し
く
短

い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　
多
田
に
は
か
つ
て
三
畝
の
ミ
ヤ
ダ
（
宮
田
）
が
あ
っ
た
。
宮
田
は
ト
ウ
ヤ
ニ
軒
で

耕
作
し
、
う
る
ち
米
と
も
ち
米
を
つ
く
っ
て
例
祭
の
供
物
に
あ
て
た
。
種
籾
は
当
屋

そ
れ
ぞ
れ
の
種
籾
を
使
用
し
、
当
屋
か
ら
当
屋
に
継
承
さ
れ
る
種
籾
は
な
か
っ
た
と

い
う
。
現
在
は
当
屋
の
田
で
供
物
の
米
は
栽
培
す
る
。

　
③

宮
座
儀
礼

　
宵
宮
（
十
月
十
六
日
）

　
一
九
九
七
年
十
月
の
例
祭
で
は
、
宵
宮
か
ら
観
察
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
資
料

に
も
と
つ
い
て
、
九
頭
神
社
の
宮
座
の
儀
礼
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

　
宵
宮
の
行
事
は
、
朝
の
お
渡
り
か
ら
開
始
さ
れ
る
。
朝
七
時
、
兄
当
屋
の
家
に
関

係
者
（
宮
司
、
氏
子
総
代
、
弟
当
屋
、
舞
姫
）
が
集
合
し
、
当
屋
の
も
て
な
し
を
受

け
た
後
、
着
替
え
を
済
ま
せ
、
御
幣
を
先
頭
に
行
列
し
て
九
頭
神
社
に
向
か
う
。
途

中
、
春
日
神
社
に
立
ち
寄
り
、
参
拝
す
る
。
そ
の
後
、
九
頭
神
社
に
参
拝
し
た
あ
と
、

社
務
所
で
直
会
が
行
な
わ
れ
る
。

　

お
渡
り
の
一
般
の
参
加
者
は
午
前
十
一
時
半
頃
、
盆
を
包
ん
だ
風
呂
敷
包
み
を
持

参
し
て
社
務
所
に
集
ま
る
。
風
呂
敷
包
み
は
終
わ
っ
た
あ
と
、
残
っ
た
料
理
を
持
ち

帰

る
た
め
で
あ
る
。
参
加
者
は
合
計
二
十
二
人
。
年
齢
順
に
着
座
す
る
。
一
老
、
二

老
は

正
面
の

最
上
位
の
位
置
に
着
座
し
、
三
老
以
下
は
左
右
に
互
い
違
い
に
年
齢
順

に
着
座
す
る
。
宵
宮
に
は
二
人
の
女
性
が
代
理
出
席
し
て
い
た
が
、
男
子
を
合
わ
せ

た

年
齢
順
で
は
な
く
て
、
末
席
に
着
座
し
た
。
当
屋
の
二
人
は
、
炊
事
場
に
近
い
末

席
に
着
座
す
る
。
給
仕
の
た
め
で
あ
る
。
炊
事
場
に
は
当
屋
の
妻
二
人
が
炊
飯
と
味

噌
汁
の
調
理
に
あ
た
る
。
ま
ず
約
十
分
間
、
多
田
区
の
集
落
の
寄
合
が
行
な
わ
れ
る
。

こ
こ
で
都
祁
水
分
神
社
の
御
札
が
配
ら
れ
た
り
、
室
生
村
か
ら
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の

配
付
な
ど
が
行
な
わ
れ
る
。
の
ち
に
も
直
会
の
場
が
集
落
の
寄
合
と
な
る
場
面
が
み

ら
れ
た
。

　
十

分
ほ

ど
経
過
し
て
か
ら
、
参
加
者
の
前
に
は
仕
出
し
料
理
が
配
ら
れ
る
。
こ
れ

は
料
理
の
み
で
あ
っ
て
、
御
飯
や
汁
は
つ
い
て
い
な
い
。
か
つ
て
は
直
会
の
料
理
は
、

各
自
が
家
か
ら
持
参
し
た
が
、
十
年
ほ
ど
前
か
ら
仕
出
し
料
理
を
取
る
か
た
ち
に
変

化
し
た
。
こ
れ
は
参
加
者
の
負
担
を
軽
減
し
よ
う
と
す
る
変
化
と
考
え
る
こ
と
が
で

写真3　宵宮直会（10月16日）

写真4　当屋渡し（10月16日）
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き
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
前
の
五
～
六
十
年
前
ま
で
は
、
直
会
は
当
屋
の
自
宅
で
行
な

わ
れ
た
。
当
屋
の
家
で
料
理
を
作
り
、
宮
座
の
全
メ
ン
バ
ー
に
振
舞
っ
た
。
こ
の
時

の
料
理

に
は
、
必
ず
里
芋
が
調
理
さ
れ
た
と
い
う
。
現
在
の
直
会
で
は
、
仕
出
し
料

理

に
加
え
て
当
屋
の
妻
が
つ
く
っ
た
御
飯
、
味
噌
汁
、
漬
物
な
ど
が
参
加
者
に
配
ら

れ
、
当
屋
が
「
こ
れ
か
ら
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
」
の
挨
拶
の
あ

と
、
正
午
に
な
る
と
一
老
が
「
み
な
遠
慮
な
し
に
よ
ば
れ
て
く
だ
さ
い
」
と
声
を
か

け
直
会
が
始
ま
る
。
最
初
は
食
事
だ
け
で
、
食
事
の
あ
い
だ
参
加
者
は
全
く
無
言
で

あ
る
。
十
分
ほ
ど
で
食
事
は
ひ
と
ま
ず
終
了
と
な
る
。
こ
の
と
き
も
一
老
が
、
「
み

な
呼
ば
れ
て
く
れ
た
か
、
神
主
さ
ん
ご
苦
労
さ
ん
」
と
声
を
か
け
る
。
つ
ぎ
に
酒
が

給
仕

さ
れ
、
一
献
、
二
献
の
さ
か
ず
き
が
酌
み
交
わ
さ
れ
る
。
こ
れ
も
一
老
の
指
示

に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。

　
二
献
が
終

了
す
る
と
給
仕
役
を
勤
め
て
い
た
当
屋
が
来
年
度
の
当
屋
の
前
に
着
座

し
て
、
こ
の
場
で
「
当
屋
渡
し
」
の
儀
礼
が
行
な
わ
れ
る
。
当
屋
渡
し
は
、
ま
ず
今

年
の
兄
当
屋
が
酒
を
飲
み
、
つ
ぎ
に

来
年
の
兄
当
屋
が
飲
む
。
つ
づ
い
て

今
年
の
弟
当
屋
、
来
年
の
弟
当
屋
の

順

に
酒
が
注
が
れ
て
飲
ん
だ
あ
と
、

今
年
の
当
屋
が
、
「
お
か
げ
さ
ま
で

一
年
間
、
無
事
に
勤
め
さ
せ
て
い
た

だ

き
ま
し
た
」
と
挨
拶
す
る
。
こ
れ

に
対
し
て
来
年
の
当
屋
が
、
「
村
神

主
一
年
間
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
と

挨
拶
し
て
、
五
分
ほ
ど
で
終
了
と
な

る
。
こ
れ
で
当
屋
が
つ
ぎ
の
人
に
渡

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
多
田
の
当
屋

は
十
月
か
ら
翌
年
十
月
間
で
の
一
年

写真5　当屋

間
、
九
頭
神
社
の
さ
ま
ざ
ま
な
祭
祀
に
あ
た
る
。
当
屋
渡
し
ま
で
が
宵
宮
の
儀
礼
で

あ
り
、
こ
れ
が
終
わ
る
と
参
加
者
は
正
座
を
く
ず
し
て
宴
会
に
な
る
。
ビ
ー
ル
も
出

さ
れ
、
席
は
急
に
賑
や
か
に
な
る
。

　
十
二
時
に
開
始
さ
れ
た
直
会
は
一
時
半
頃
ま
で
つ
づ
き
、
一
度
中
断
し
た
の
ち
、

三

時
半
頃
か
ら
全
員
が
ふ
た
た
び
着
座
し
夕
食
と
な
る
。
夕
食
の
時
に
も
、
一
老
の

指

示
で
酒
が
出
さ
れ
た
。
一
九
九
七
年
の
例
祭
で
は
夕
食
を
食
べ
な
が
ら
、
溜
池
の

魚
を
取
る
権
利
の
入
札
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
こ
で
も
例
祭
の
直
会
が
一
時
的
に
集
落

の

寄
合
に
変
化
し
た
。
夕
食
の
直
会
は
四
時
す
ぎ
に
は
終
了
し
、
散
会
し
た
。
宮
座

全
体
が
参
加
す
る
宵
宮
行
事
は
こ
れ
で
終
了
と
な
る
が
、
こ
の
あ
と
当
屋
を
中
心
に

宵
宮
の
「
お
渡
り
」
の
行
事
が
行
な
わ
れ
る
。

　
夕
方
五
時
、
兄
当
屋
の
家
に
神
官
、
当
屋
（
四
人
、
今
年
の
当
屋
二
人
と
来
年
の

当
屋
二
人
）
、
氏
子
総
代
（
三
人
）
ら
が
集
合
し
て
、
お
渡
り
の
準
備
が
行
な
わ
れ

た
。
こ
の
時
の
準
備
の
中
心
は
、
キ
ョ
ウ
ゴ
ク
と
よ
ば
れ
る
二
個
の
御
供
に
ワ
ラ
を

写真6　当屋に集合した神官、当屋、氏子総代（10月16日）

写真7　宵宮のお渡り（10月16日）
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巻
く
作
業
で
あ
る
。
こ
の
作
業
は
、

垣
内
代
表
と
し
て
参
加
し
た
二
老
が

つ

と
め
る
。
キ
ョ
ウ
ゴ
ク
は
二
日
目

に
九
頭
神
社
の
神
前
に
供
え
ら
れ
る
。

こ
の
作
業
が
終
わ
る
と
膳
が
出
さ
れ
、

六

時
半
す
ぎ
に
お
渡
り
の
行
列
が
出

発
す
る
。
提
燈
を
手
に
し
た
年
寄
を

先
頭

に
、
御
幣
を
持
つ
年
寄
、
兄
当

屋

（御
幣
を
も
つ
）
、
弟
当
屋
（
太

鼓

を
も
つ
）
、
氏
子
総
代
（
御
幣
を

も
つ
）
、
神
官
と
つ
づ
く
。
途
中
、

春

日
神
社
に
立
寄
っ
て
簡
単
な
神
事

を
す
ま
せ
た
の
ち
、
九
頭
神
社
に
向

か
う
。
九
頭
神
社
で
は
拝
殿
に
神
官
、

当
屋
、

ど
の
村
人
が
九
頭
神
社
に
参
拝
し
、

多
田
で
は
行
な
わ
れ
な
い
。

　
宵
宮
行
事
の
前
に
は
、

が
、は

大
き
な
三
升
の
重
ね
餅
を
一
組
、

バ

ー
に
配
る
餅
を
二
十
四
個
作
る
。

会
で
、

写真8 宵宮神事（10月16［D

　
　
　
氏
子
総
代
区
長
が
着
座
し
て
神
事
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
約
三
十
人
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
事
を
見
守
る
。
一
般
の
参
拝
者
へ
の
接
待
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宵
宮
の
行
事
は
こ
れ
で
終
了
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
屋
が
中
心
と
な
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
準
備
が
行
な
わ
れ
る

　
　
そ
の
中
心
は
宵
宮
の
前
日
に
兄
当
屋
の
家
で
行
な
わ
れ
る
餅
掲
き
で
あ
る
。
餅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
さ
な
重
ね
餅
を
十
組
、
そ
れ
に
宮
座
の
メ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
か
つ
て
は
大
き
な
重
ね
餅
を
例
祭
二
日
目
の
直

　
　
　
宮
座
の
メ
ン
バ
ー
の
数
に
切
り
分
け
て
持
ち
帰
っ
た
が
、
今
は
最
初
か
ら
二

十
四

個
の
小
さ
な
餅
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
、
切
り
分
け
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
ほ

か
神
前
に
供
え
る
供
物
の
準
備
も
当
屋
の
役
割
で
あ
る
。

　
例
祭
二
日
目
（
十
月
十
七
日
）

　
例
祭
二
日
目
の
行
事
は
、
兄
当
屋
か
ら
出
発
す
る
お
渡
り
か
ら
始
ま
る
。
朝
九
時

す
ぎ
、
神
官
、
氏
子
総
代
、
当
屋
な
ど
が
集
合
し
て
、
九
頭
神
社
に
向
け
て
出
発
す

写真9　例祭当日のお渡り（10月17日〉

写真10例祭が行われる九頭神社（10月17日）

る
。
お
渡
り
の
行
列
は
前
日
の
宵
宮
の
お
渡
り
の
時
の
行
列
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、

新

た
に
二
人
の
稚
児
（
女
子
）
と
そ
の
母
親
が
加
わ
る
。
ま
た
、
行
列
の
最
後
に
は

五

～
六
人
の
村
人
も
加
わ
る
。
こ
れ
も
宵
宮
の
お
渡
り
の
行
列
と
異
な
る
。
行
列
は

途
中
、
春
日
神
社
に
立
寄
り
、
神
事
を
行
な
う
。
春
日
神
社
で
の
神
事
で
は
祝
詞
奏

上

も
行
な
わ
れ
た
。
持
参
し
た
御
幣
の
一
つ
は
春
日
神
社
に
供
え
ら
れ
る
。
春
日
神

社
で
の

神
事
が
終
了
す
る
と
、
再
び
行
列
を
な
し
て
九
頭
神
社
に
向
か
う
。
九
頭
神

社
で
の
神
事
で
は
、
神
官
、
当
屋
（
二
人
）
、
氏
子
総
代
、
稚
児
と
そ
の
親
（
二
組
）
、

区
長
が
拝
殿
に
着
座
し
、
修
祓
、
開
扉
、
拝
礼
、
献
撰
、
祝
詞
奏
上
、
玉
串
奉
奥
、

撤
僕
、
閉
扉
、
拝
礼
の
順
で
行
な
わ
れ
、
と
く
に
変
わ
っ
た
儀
礼
は
な
い
。
供
物
に

は

前

日
夕
方
に
作
っ
た
キ
ョ
ウ
ゴ
ク
、
二
四
個
の
餅
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
大
き
な

重

ね
餅
は
本
殿
に
、
小
さ
な
重
ね
餅
は
境
内
の
末
社
な
ど
に
供
え
ら
れ
る
。

　
神
事
が
終
了
す
る
と
、
十
一
時
頃
か
ら
社
務
所
で
直
会
が
開
か
れ
る
。
神
官
、
一

老
、
二
老
を
上
座
に
し
て
ほ
ぼ
年
齢
順
に
着
座
す
る
。
こ
の
日
の
直
会
に
は
前
日
よ
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な
わ
れ
る
。

写真11例祭当日の直会（10月17日）

り
も
多
い
七
人
の
女
性
が
代
理
出
席

し
た
。
女
性
た
ち
は
ほ
か
の
男
性
メ

ン
バ
ー
と
混
じ
る
こ
と
な
く
、
末
席

の

方
に
集
ま
っ
て
着
座
し
た
。
各
席

に
は
、
サ
カ
ズ
キ
、
小
餅
の
ほ
か
酒

の
肴
の
チ
リ
メ
ン
（
魚
）
が
配
ら
れ

る
。
こ
の
日
の
直
会
に
は
食
事
は
出

な
い
。
直
会
は
、
乾
杯
の
あ
と
当
屋

の

給
仕
で
酒
を
飲
む
の
み
で
と
く
に

儀
礼

は
な
い
。
一
二
時
前
に
は
散
会

と
な
っ
た
。
直
会
の
終
了
に
よ
っ
て

秋
祭
の
儀
礼
は
終
わ
る
。
こ
の
あ
と
、

今
年
の
当
屋
と
来
年
の
当
屋
の
間
で

祭
具
な
ど
の
物
品
の
受
け
渡
し
が
行

　
④

多
田
の
宮
座
の
特
徴

　

こ
こ
で
多
田
の
宮
座
の
特
徴
を
要
約
し
て
お
こ
う
。
多
田
の
宮
座
は
、
た
ど
り
得

る
限
り
伝
統
的
に
一
座
構
成
で
あ
り
、
本
座
・
平
座
な
ど
束
里
地
区
の
他
の
村
落
に

み

ら
れ
る
よ
う
な
複
数
の
座
を
持
っ
た
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
多
田
の
宮
座

は
双
分
制
な
構
造
は
持
た
な
い
。
多
田
の
宮
座
は
、
最
近
の
居
住
者
は
別
と
し
て
、

多
田
に
居
住
す
る
家
々
の
大
半
を
組
織
し
た
村
座
の
形
態
で
あ
る
。
現
在
の
多
田
の

宮
座
は
二
十
四
軒
で
構
成
さ
れ
、
毎
年
二
軒
ず
つ
当
屋
を
つ
と
め
る
。
当
屋
の
順
序

は
家
並
順
で
あ
る
。
忌
服
な
ど
の
事
態
が
な
け
れ
ば
、
お
よ
そ
十
二
年
に
一
回
当
屋

が

ま
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
極
め
て
回
転
が
早
い
。
そ
の
た
め
当
屋
の

負
担
を
軽
減
す
る
い
く
つ
か
の
処
置
が
取
ら
れ
て
き
た
。
か
つ
て
は
宮
田
が
そ
れ
で

あ
り
、
現
在
は
村
か
ら
毎
年
、
祭
祀
の
費
用
が
当
屋
に
渡
さ
れ
て
い
る
。
直
会
な
ど

の

宮
座
の
行
事
に
は
各
家
か
ら
一
人
（
原
則
と
し
て
戸
主
、
世
帯
主
）
が
参
加
す
る

が
、
女
性
の
代
理
出
席
も
認
め
ら
れ
る
。
参
会
者
は
年
齢
順
に
着
座
す
る
の
が
原
則

で

あ
り
、
直
会
の
采
配
は
最
長
老
者
で
あ
る
一
老
が
と
る
。
ま
た
、
毎
年
の
当
屋
二

軒
の
う
ち
、
年
長
の
家
が
兄
当
屋
と
な
っ
て
当
屋
の
中
心
に
な
る
な
ど
、
年
齢
序
列

は

当
屋
制
原
理
の
補
助
的
な
原
則
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

③
染
田
の
宮
座

　
ω
　
宮
座
組
織

　
染

田
は
多
田
の
北
東
に
隣
接
す
る
現
在
五
十
二
戸
の
集
落
で
あ
る
。
五
十
一
戸
の

う
ち
三
十
戸
が
農
家
で
あ
る
。
染
田
は
中
垣
内
（
十
三
戸
）
、
東
垣
内
（
十
戸
）
、
上

之
垣
内
（
十
戸
）
、
辻
堂
垣
内
（
十
一
戸
）
、
桶
屋
垣
内
（
七
戸
）
の
五
つ
の
垣
内
で

構
成
さ
れ
て
い
る
。
染
田
の
集
落
の
役
員
に
は
、
区
長
・
副
区
長
の
ほ
か
五
人
の
垣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
組
長
が
い
る
。
染
田
の
氏
神
は
春

写真12　春日神社（染田）

日
神
社
で
あ
る
。
集
落
の
北
部
に
春

日
神
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
境
内
に

は
、
末
社
と
し
て
の
愛
宕
大
権
現
、

金
比
羅
大
権
現
の
ほ
か
。
か
つ
て
連

歌
会
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ

る
天
満
宮
が
祀
ら
れ
、
天
満
宮
に
隣

接

し
て
は
十
輪
寺
が
あ
り
、
そ
の
西

側
に
は
石
塔
墓
地
が
あ
る
。
春
日
神

社
の

東
側
に
は
社
務
所
が
あ
り
、
こ

こ
で
か
ず
か
ず
の
宮
座
行
事
が
行
な

わ
れ
る
。

　
染
田
の
宮
座
は
、
現
在
、
地
域
別

に

東
座
・
西
座
の
二
座
の
構
成
で
あ
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る
が
、
『
室
生
村
史
』
（
一
九
九
六
六
）
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
は
古
座
・
新
座
の
二
座

構
成
で

あ
っ
た
記
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
は
、
現
在
の
村
人
か
ら
は

確
認
で
き
な
い
。
染
田
の
『
当
屋
順
番
帳
』
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
明
治
四
一

年
（
一
九
〇
八
）
に
は
東
座
・
西
座
の
二
座
構
成
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
仮
に
古
座
・

新
座
の

名
称
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
一
九
〇
八
年
以
前
の
こ
と
と
考
え
ら
れ

る
。
な
お
、
『
肥
後
和
男
宮
座
資
料
』
（
一
九
三
四
）
に
は
、
座
の
構
成
に
つ
い
て
の

記
述

は
な
い
。
毎
年
年
頭
に
作
成
さ
れ
る
『
寿
命
帳
』
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
七
年
の

宮
座
構
成
員
は
西
座
二
十
六
軒
、
東
座
二
十
三
軒
と
な
っ
て
お
り
、
現
在
、
若
干
西

座
の

方
が
構
成
員
が
多
い
。
染
田
で
は
東
西
の
座
か
ら
毎
年
二
軒
ず
つ
、
計
四
軒
が

当
屋
を
つ
と
め
て
き
た
が
、
最
近
、
東
西
の
座
構
成
の
不
均
衡
が
当
屋
遂
行
に
あ

た
っ
て
の
問
題
点
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
改
正
座
規
定
　
昭
和
四
十

三

年
度
よ
り
実
施
』
の
末
尾
に
、
「
昭
和
四
十
七
年
度
分
神
主
は
西
組
の
み
四
人
で

奉
仕
の
こ
と
。
昭
和
四
十
四
年
十
月
一
日
座
よ
り
合
に
決
定
」
と
の
記
事
が
見
え
、

こ
の
年
に
東
西
の
不
均
衡
を
調
整
す
る
処
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の

理
由
と
し
て
記
録
に
は
、
「
人
員
整
理
上
…
…
」
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
処

置
は
東
西
の
調
整
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
九
八
二
年
、
一
九

九
〇

年
、
一
九
九
八
年
に
も
同
様
の
処
置
が
取
ら
れ
た
。
ほ
ぼ
八
年
に
一
回
調
整
が

お

こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
染
田
の
宮
座
の
当
屋
順
序
は
、
昔
か
ら
『
当
屋
順
番
帳
』
に
記
載
さ
れ
た
順
序
で

　
（
5
）

あ
る
。
多
田
の
よ
う
な
家
並
順
で
も
な
く
、
ま
た
、
当
主
の
年
齢
序
列
に
も
と
つ
く

も
の
で
も
な
い
。
染
田
に
は
現
在
、
五
冊
の
当
屋
順
番
帳
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
東

西

別
々
に
一
九
三
三
年
以
降
の
当
番
帳
が
二
冊
ず
つ
と
、
さ
ら
に
東
座
に
は
一
九
〇

八
年
以
降
の
当
番
を
記
録
し
た
古
い
当
番
帳
が
あ
る
。
こ
れ
よ
り
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ

る
当
番
帳
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
当
番
帳
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に

一
九
七

二
年
ま
で
は
東
西
二
軒
ず
つ
が
順
調
に
当
屋
を
遂
行
し
て
い
る
。
二
十
数
軒

で
構
成

さ
れ
る
東
西
の
宮
座
が
毎
年
二
軒
ず
つ
当
屋
を
設
定
す
る
と
、
十
二
、
三
年

に
一
度
当
屋
が
ま
わ
っ
て
う
る
計
算
に
な
る
。
す
で
に
の
べ
た
多
田
も
ほ
ぼ
同
じ
周

期
で
当
屋
が
ま
わ
っ
て
く
る
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
村
落
の
宮
座
は
一
二
、
三
年
に
一

回
当
屋
が
回
っ
て
く
る
こ
と
を
基
本
に
し
な
が
ら
、
宮
座
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
戸
数
の
少
な
い
多
田
の
宮
座
は
一
座
で
構
成
さ
れ
、
戸
数
の
多

い
染

田
が
二
座
構
成
担
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
当
屋
回
転
周
期
を
維
持
す
る
た
め
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
当
屋
の
役
割
を
特
定
の
家
に
集
中
せ
ず
拡
散
す

る
方
法
で
も
あ
る
。

　

四

軒
の
当
屋
の
役
割
分
担
も
役
割
拡
散
の
方
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
東
西
の
当
屋

四

軒
は
当
主
の
年
齢
に
よ
っ
て
序
列
が
つ
け
ら
れ
、
も
っ
と
も
年
長
の
者
は
供
物
の

準
備
な
ど
当
屋
の
中
心
的
役
割
を
果
た
す
オ
オ
ド
ウ
ヤ
（
大
当
屋
）
を
つ
と
め
る
。

残
り
の
当
屋
に
も
二
～
四
の
序
列
が
つ
け
ら
れ
る
。
四
人
の
当
屋
に
は
、
大
祭
（
だ

い

さ
い
）
と
呼
ば
れ
る
年
間
の
大
き
な
四
つ
の
祭
（
正
月
、
夏
祭
、
秋
祭
例
祭
、
新

嘗
祭
）
が
ひ
と
つ
ず
つ
割
り
当
て
ら
れ
る
。
大
当
屋
は
秋
の
例
祭
を
担
当
す
る
。
ま

た
、
十
月
の
例
祭
に
供
え
る
餅
は
現
在
、
四
軒
の
当
屋
が
等
分
に
持
ち
寄
る
米
で
作

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
四
軒
の
当
屋
に
経
済
的
負
担
を
拡
散
し
よ
う
と
す
る
方
法
で

あ
る
。
し
か
し
、
大
当
屋
以
外
の
当
屋
の
序
列
は
必
ず
し
も
年
齢
順
で
は
な
い
例
も

あ
る
。

　
染
田
で
は
毎
年
一
月
四
日
の
だ
ん
じ
ょ
う
（
初
祈
祷
）
の
日
に
、
宮
座
の
構
成
員

を
年
齢
順
に
配
列
し
て
記
載
し
た
『
寿
命
帳
』
が
、
東
西
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
作
成
さ

れ

る
。
ま
ず
、
そ
の
年
の
当
屋
の
名
前
（
二
人
）
、
供
物
に
つ
づ
い
て
、
＝
老
」
「
二

老
」
…
…
の
よ
う
に
、
た
と
え
ば
「
二
十
六
老
」
ま
で
当
主
の
名
前
が
年
齢
順
に
記

載
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
年
齢
は
い
わ
ば
絶
対
年
齢
で
あ
り
、
婿
に
来
た
当
主
も
そ

の

年
齢
に
し
た
が
っ
た
位
置
に
記
載
さ
れ
る
。
現
在
、
染
田
の
宮
座
構
成
員
の
な
か

に
は
四
～
五
人
の
婿
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
婿
入
り
し
た
時
点

に
位
置
づ
け
る
多
く
の
村
落
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
『
寿
命
帳
』
は

そ

の
名
の
示
す
通
り
、
各
家
の
当
主
は
死
ぬ
ま
で
こ
の
帳
面
に
記
載
さ
れ
る
か
ら
、

一
老
、
二
老
に
と
く
に
任
期
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
分
析
し
た
多
田
で
は

直
会
な
ど
の
采
配
は
す
べ
て
一
老
の
役
割
で
あ
っ
た
が
、
染
田
で
は
采
配
の
役
割
は
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氏
子
総
代
が
つ
と
め
る
。

　
当
屋
遂
行
に
関
連
し
て
、
染
田
で
も
近
親
者
に
死
者
が
出
た
場
合
、
当
屋
を
つ
ぎ

の
年
に
延
期
す
る
忌
服
の
制
度
が
あ
る
。
染
田
の
文
書
に
は
、
忌
服
の
範
囲
と
期
間

を
示
す
記
載
は
な
い
が
、
当
番
帳
の
初
期
の
記
述
に
は
斜
線
を
施
し
て
、
翌
年
に
当

屋
を
つ
と
め
た
例
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

　
染

田
で
は
氏
子
に
つ
い
て
「
出
氏
子
」
「
逆
氏
子
」
（
さ
か
う
じ
こ
）
と
い
う
表
現

が

あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
宮
座
の
正
式
の
構
成
員
に
対
す
る
表
現
で
あ
る
、
出

氏
子

は
婚
出
な
ど
の
転
出
者
、
逆
氏
子
は
、
染
田
に
婚
入
し
た
女
性
や
婿
入
り
し
た

者

を
指
す
。
出
氏
子
、
逆
氏
子
は
例
祭
に
あ
っ
て
寄
付
を
す
る
が
、
逆
氏
子
は
出
氏

子

よ
り
も
少
な
め
の
金
額
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

　
染

田
に
は
か
つ
て
、
東
北
の
谷
あ
い
に
一
九
五
〇
年
代
ま
で
約
二
反
の
ミ
ヤ
ダ

（宮
田
）
が
あ
っ
た
。
宮
田
は
当
屋
四
軒
で
耕
作
し
、
供
物
の
餅
な
ど
を
作
っ
て
い

た

と
い
う
。
多
田
の
宮
田
と
同
じ
よ
う
に
、
宮
田
に
代
々
伝
わ
る
種
籾
は
と
く
に
な

く
、
当
屋
の
種
籾
を
使
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
宮
田
が
個
人
持
ち

に
な
っ
た
後
は
、
米
は
当
屋
四
軒
が

持

ち
寄
る
形
態
を
取
っ
て
い
る
。
現

在

は
一
斗
二
升
ず
つ
持
ち
寄
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。

　
㈲

宮
座
儀
礼

　
現
在
の
春
日
神
社
の
例
祭
は
十
月

第
三
土
曜
日
、
日
曜
日
に
行
な
わ
れ

る
。
こ
の
祭
日
は
一
九
九
四
年
か
ら

で

あ
り
、
以
前
は
十
月
十
六
日
、
十

七

日
の
両
日
で
あ
っ
た
。
祭
日
変
更

の

契
機
と
な
っ
た
の
は
子
供
御
輿
の

写真13供物の準備（10月18日）

　
　
　
　
　
　
（
6
）

巡
行
の
実
施
で
あ
る
。
奈
良
県
各
地
の
村
落
で
子
供
御
輿
の
巡
行
が
最
近
の
流
行
に

な
っ
て
い
る
が
、
染
田
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

　
宵
宮

（十
月
第
三
土
曜
日
、
一
九
九
七
年
十
月
十
八
日
）

　

宵
宮
の
行
事
は
、
早
朝
、
大
当
屋
の
家
で
の
供
物
な
ど
の
準
備
か
ら
始
ま
る
。
当

屋
四

軒
の
当
主
と
そ
の
妻
が
大
当
屋
の
仕
事
場
で
餅
つ
き
か
ら
作
業
を
始
め
る
。
こ

の

と
き
作
ら
れ
る
の
は
、
鏡
餅
（
三
升
餅
、
二
重
ね
）
、
中
く
ら
い
の
餅
（
一
〇
〇

個
）
、
た
く
さ
ん
の
小
餅
の
ほ
か
に
赤
飯
や
タ
ク
ラ
と
呼
ば
れ
る
蒸
し
米
で
あ
る
。

全
部

で
一
斗
二
升
の
嬬
米
が
使
わ
れ
る
。
こ
の
準
備
は
午
後
三
時
頃
ま
で
か
か
る
。

こ
の
ほ
か
の
供
物
も
準
備
す
る
。
大
当
屋
の
家
の
門
前
に
は
「
春
日
神
社
　
染
田
氏

子
」
と
書
か
れ
た
大
き
な
幟
が
立
て
ら
れ
る
。
一
方
、
大
当
屋
以
外
の
当
屋
は
、
春

日
神
社
で
の
準
備
に
あ
た
る
。
拝
殿
、
本
殿
、
社
務
所
に
幕
な
ど
を
張
り
、
大
提
燈

を
下
げ
、
さ
ら
に
参
道
の
六
か
所
に
幟
を
立
て
る
。
夕
方
に
な
る
と
神
社
で
は
玉
串

作
り
が
行
な
わ
れ
る
。
玉
串
は
神
官
（
一
）
、
新
旧
の
村
神
主
（
八
）
、
氏
子
総
代
（
三
）
、

写真14　宵宮直会（10月18日）

写真15別室に控える当屋（10月18日）
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区
長
（
一
）
の
十
三
本
つ
く
る
。
こ
れ
で
準
備
は
整
う
。

　
午
後
五
時
を
過
ぎ
る
と
春
日
神
社
に
村
人
が
参
拝
に
訪
れ
る
。
女
性
や
子
供
は
何

も
持
た
な
い
が
、
直
会
に
参
加
す
る
当
主
た
ち
は
、
手
に
手
に
風
呂
敷
包
み
を
持
参

す

る
。
風
呂
敷
包
み
の
中
身
は
重
箱
な
ど
に
盛
ら
れ
た
料
理
と
酒
、
急
須
（
ま
た
は

携
帯

用
ポ
ッ
ト
）
で
あ
る
。
染
田
の
直
会
は
現
在
で
も
、
各
家
庭
で
つ
く
っ
た
料
理

と
酒
を
持
ち
寄
っ
て
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
料
理
は
大
変
豪
華
で
、
三
段
重
ね
の

重
箱
を
持
参
す
る
人
も
い
た
。
こ
の
料
理
は
持
参
し
た
人
が
食
べ
、
ほ
か
の
人
と
交

換
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
点
で
は
奄
美
や
対
馬
の
三
重
一
瓶
」
と
は
異
な
る
。

酒
は
当
屋
か
ら
も
出
さ
れ
る
。
六
時
に
な
る
と
、
当
主
た
ち
が
拝
殿
前
に
整
列
す
る

中
で
、
当
屋
を
つ
と
め
る
四
人
が
拝
殿
に
昇
り
、
氏
子
総
代
が
簡
単
な
祝
詞
を
奏
上

す
る
。
宵
宮
に
は
職
業
神
主
は
来
な
い
。

　
参
拝
が
終

わ
る
と
、
当
主
た
ち
は
社
務
所
（
籠
所
）
に
移
動
し
着
座
す
る
。
女
性

の
代
理
出
席
も
最
近
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
年
は
女
性
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
。

写真16御供づくり（10月18日）

写真17注連縄づくり（10月18日）

座
席
は
長
老
か
ら
ほ
ぼ
年
齢
順
で
あ
る
が
、
厳
格
な
年
齢
序
列
で
は
な
い
。
直
会
を

采
配
す
る
氏
子
総
代
は
奥
の
席
に
着
座
す
る
。
当
屋
は
別
室
に
控
え
る
。
別
室
に
は

タ
ク
ラ
や
酒
も
お
か
れ
て
い
る
。
直
会
に
お
け
る
当
屋
の
役
割
は
お
も
に
給
仕
で
あ

る
。
服
装
も
ラ
フ
な
服
装
が
多
く
、
紋
付
き
な
ど
を
着
て
い
る
人
は
い
な
い
。
当
屋

も
背
広
姿
で
あ
る
。
六
時
す
ぎ
か
ら
参
会
者
は
食
事
を
始
め
六
時
半
こ
ろ
に
氏
子
総

代
の
指
示
で
当
屋
が
酒
を
出
す
。
七
時
を
過
ぎ
る
と
、
持
参
し
た
料
理
な
ど
を
風
呂

敷

に
入
れ
始
め
る
人
が
出
る
が
、
直
会
は
な
お
も
つ
づ
く
。
八
時
に
な
る
と
氏
子
総

代
が

「注
連
縄

と
御
供
つ
く
り
を
は
じ
め
る
」
と
挨
拶
し
て
、
直
会
は
ひ
と
ま
ず
中

断
と
な
る
。
社
務
所
全
体
を
つ
か
っ
て
、
注
連
縄
と
御
供
つ
く
り
が
平
行
し
て
行
な

わ

れ

る
。
注
連
縄
つ
く
り
は
年
齢
の
上
の
人
が
担
当
し
、
御
供
つ
く
り
は
比
較
的
若

い

当
主
た
ち
が
担
当
す
る
。
こ
れ
は
誰
も
指
図
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
自
然
に
こ

の

よ
う
な
分
業
に
な
る
と
い
う
。
注
連
縄
は
合
わ
せ
て
一
一
本
つ
く
る
。
御
供
は
八

二
個
つ
く
る
。

　
注
連
縄

と
御
供
つ
く
り
は
一
時
間
ほ
ど
で
終
了
し
、
九
時
す
ぎ
か
ら
「
こ
れ
か
ら

夜
食

も
ろ
う
て
ゆ
っ
く
り
や
っ
て
く
れ
」
と
の
氏
子
総
代
の
こ
と
ば
で
、
直
会
が
再

開
さ
れ
る
。
比
較
的
年
寄
は
ふ
た
た
び
風
呂
敷
包
み
を
開
い
て
残
り
物
を
食
べ
る
が
、

若
い
人
は
開
か
な
い
。
一
〇
時
前
に
氏
子
総
代
が
翌
日
の
例
祭
の
予
定
を
告
げ
て
、

再

開
さ
れ
た
直
会
は
約
一
時
間
で
解
散
と
な
る
。
染
田
の
宵
宮
の
行
事
が
こ
れ
で
終

了
と
な
る
。
染
田
で
は
宵
宮
の
お
渡
り
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。

　
例
祭
（
十
月
第
三
日
曜
日
、
一
九
九
七
年
十
月
十
九
日
）

　
二

日
目
の
行
事
は
、
早
朝
の
春
日
神
社
の
注
連
縄
の
張
り
替
え
か
ら
始
ま
る
。
こ

れ

も
当
屋
の
役
割
で
あ
る
。
祓
殿
の
御
幣
も
取
り
替
え
ら
れ
る
。
八
時
半
を
過
ぎ
る

と
か
す
が
神
社
に
子
供
た
ち
が
集
ま
り
始
め
る
、
御
輿
の
巡
行
が
行
な
わ
れ
る
か
ら

で

あ
る
。
九
時
に
は
神
官
も
到
着
し
、
す
ぐ
御
輿
に
御
霊
を
移
す
。
そ
の
あ
と
御
輿

の

お
祓
い
が
行
な
わ
れ
、
御
輿
は
出
発
す
る
。
御
輿
は
染
田
の
集
落
を
一
周
す
る
。

　
一
方
、
大
当
屋
の
家
で
は
神
官
、
氏
子
総
代
、
当
屋
な
ど
が
集
合
し
、
ま
ず
、
十

時
頃
、
お
渡
り
を
前
に
し
て
膳
が
出
さ
れ
る
。
当
屋
の
妻
た
ち
も
参
加
す
る
。
大
当
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写真18　集落をまわる御輿（1）（10月19日）写真19集落をまわる御輿（2）（101」】g｝1）

写真20当屋を出発するお渡り（10月19日）写真21集落をまわるお渡り（101119日）

屋
が
「
よ
く
お
集
ま
り
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
む
さ
苦
し
い
所
で
す
が
、
ど
う
ぞ
ご

ゆ
っ
く
り
な
さ
っ
て
下
さ
い
」
と
挨
拶
し
食
事
が
始
ま
る
。
三
十
分
ほ
ど
で
食
事

は

終
了
し
、
当
屋
は
白
い
神
主
衣
装
に
着
替
え
、
烏
帽
子
を
つ
け
て
お
渡
り
に
そ

な
え
る
。

　
十
一
時
頃
、
い
よ
い
よ
お
渡
り
が
春
日
神
社
に
向
け
て
出
発
す
る
。
御
幣
を

持
っ
た
氏
子
総
代
を
先
頭
に
氏
子
総
代
、
神
官
、
今
年
の
当
屋
、
翌
年
の
当
屋
が

つ
づ

く
。
当
屋
は
二
つ
の
太
鼓
を
た
た
き
な
が
ら
お
渡
り
す
る
。
最
後
尾
に
は
当

屋
の
妻

た
ち
が
平
服
で
つ
く
。
約
十
五
分
か
か
っ
て
、
お
渡
り
の
行
列
は
春
日
神

社
に

到
着
し
た
。
ほ
か
の
村
人
た
ち
も
す
で
に
春
日
神
社
に
集
合
し
、
例
大
祭
の

型

ど
お
り
の
神
事
が
始
ま
る
。

　
例
大
祭
が
終
わ

る
と
当
主
た
ち
は
社
務
所
に
移
動
し
、
宵
宮
と
同
様
に
ほ
ぼ
年

齢
順

に
着
座
し
て
直
会
が
開
始
さ
れ
る
．
．
こ
の
日
の
直
会
に
は
肴
と
し
て
、
大
根

の

檜
が
出
さ
れ
る
。
直
会
に
先
立
っ
て
当
屋
が
別
室
で
槍
を
準
備
す
る
。
直
会
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ま
ず
、
「
当
屋
渡
し
」
が
行
な

写真20　当屋渡し（10月19H）

わ
れ
る
。
社
務
所
の
上
座
に
当
屋

渡
し
の
席
が
用
意
さ
れ
、
新
旧
八

人
の
当
屋
が
着
座
し
、
氏
子
総
代

の

采
配
で
サ
カ
ズ
キ
が
交
わ
さ
れ

る
。
ま
ず
今
年
の
当
屋
四
人
が
大

当
屋
か
ら
順
に
酒
を
飲
む
。
終
わ

る
と
、
一
旦
、
総
代
に
サ
カ
ズ
キ

を
戻
し
て
来
年
の
当
屋
が
順
々
に

酒

を
飲
む
。
当
屋
の
そ
れ
ぞ
れ
の

席
に
は
脂
と
ス
ル
メ
が
肴
と
し
て

配

ら
れ
る
。
八
人
の
当
屋
が
酒
を

飲
み
終

わ
る
と
、
今
年
の
大
当
屋

が

「お
宮
さ
ん
を
守
ら
せ
て
頂
き
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写真21供物の鏡餅は等分に切り分けられる（10月19日）

ま
わ
っ
た
か
。
ど
う
ぞ
い
た
だ
い
て
下
さ
い
」

始
ま
る
。
別
室
で
は
神
前
に
供
え
た
鏡
餅
を
当
屋
が
、

切

り
分
け
て
、
参
会
者
に
配
る
。
ま
た
、
小
餅
も
こ
の
と
き
全
員
に
配
ら
れ
る
。

の

日
の
直
会
の
肴
は
餅
、
贈
、
ス
ル
メ
の
み
で
き
わ
め
て
簡
素
で
あ
る
。

時
間
ほ
ど
で
終
了
し
、
例
大
祭
の
行
事
は
す
べ
て
終
わ
り
と
な
る
。

ま
し
た
。
皆
様
の
ご
協
力
を
得
て
、

今

日
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
挨
拶
し
、
つ

づ
い

て

来
年
の
大
当
屋
が
、
「
前
年

度
の
四

名
に
は
お
世
話
に
な
り
あ
り

が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
私
ど
も
四
名
、

こ
れ
か
ら
一
年
間
、
お
守
り
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
」
と
挨
拶
し
て
、
当
屋
渡
し
の
儀

礼

は
終
了
す
る
。
多
田
と
同
じ
よ
う

に
宮
座
の
全
員
の
前
で
当
屋
渡
し
を

行
な
う
の
は
、
こ
の
地
域
の
宮
座
の

特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
つ
づ
い
て
氏
子
総
代
の
「
お
神
酒

と
の
こ
と
ば
で
、
例
大
祭
の
直
会
が

　
　
　
同
じ
大
き
さ
に
な
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
直
会
は
一

　
③
染
田
の
宮
座
の
特
徴

　
染
田
の
宮
座
の
特
徴
は
以
下
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
染
田
の
宮
座
は
少
な
く
と

も
明
治
末
以
降
、
東
座
西
座
の
二
座
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
各
座
の
構
成
員

は
二
五
軒
前
後
で
、
家
の
地
理
的
位
置
に
よ
っ
て
所
属
が
決
定
さ
れ
る
。
各
座
と
も

毎
年
二
人
ず
つ
当
屋
を
出
す
か
ら
、
十
二
～
三
年
に
一
度
当
屋
が
回
っ
て
く
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
早
い
回
転
で
あ
る
が
、
複
数
の
当
屋
を
設
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
当
屋
の
役
割
と
経
済
的
負
担
を
軽
減
し
、
結
果
と
し
て
役
割
を
拡
散
し
よ

う
と
す
る
シ
ス
テ
ム
と
考
え
ら
れ
る
。
染
田
の
当
屋
の
順
序
は
家
並
順
で
も
年
齢
順

で
も
な
く
、
昔
か
ら
の
一
定
の
順
序
で
あ
る
。
こ
の
順
序
は
『
当
屋
順
番
帳
』
に
よ
っ

て

そ
の
都
度
確
認
さ
れ
る
。
東
西
合
わ
せ
て
四
軒
の
当
屋
の
う
ち
、
当
主
の
年
齢
が

も
っ
と
も
高
い
当
屋
が
、
祭
祀
の
中
心
的
役
割
を
果
た
す
大
当
屋
と
な
る
。
他
の
三

軒
の
当
屋
も
ほ
ぼ
年
齢
順
に
序
列
が
決
め
ら
れ
る
。
染
田
の
宮
座
は
直
会
の
座
順
も

ほ
ぼ
年
齢
順
に
し
た
が
っ
て
お
り
、
基
本
的
な
当
屋
制
原
理
の
も
と
で
年
齢
序
列
は

構
成

員
の
地
位
関
係
の
設
定
に
お
い
て
補
助
的
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
こ
の
点
は
多
田
と
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
染
田
の
宮
座
儀
礼
は
基
本
的
に
多
田

に
類
似
し
て
い
る
が
、
宵
宮
の
お
渡
り
が
な
い
点
や
供
物
の
調
製
が
全
員
が
そ
ろ
っ

た
直
会
の
席
で
つ
く
ら
れ
る
な
ど
の
細
か
な
点
で
は
、
多
田
と
の
儀
礼
的
差
異
が
み

と
め
ら
れ
る
。

　
染
田
で
は
宮
座
以
外
で
も
当
屋
制
原
理
の
も
と
つ
く
組
織
や
制
度
が
か
な
り
認
め

ら
れ
る
。
「
歩
き
」
と
よ
ば
れ
る
集
落
の
連
絡
役
や
雑
用
係
と
し
て
の
「
人
足
」
、
死

体
の
埋
葬
に
か
か
わ
る
「
山
師
」
の
ほ
か
、
愛
宕
講
や
伊
勢
講
な
ど
に
お
い
て
も
当

屋
制
原
理
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
順
序
を
記
録
し
た
『
あ
る
き
　
人
足
　
山
師

等
順
番
記
録
簿
　
染
田
区
』
と
い
う
分
厚
い
記
録
帳
も
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
染

田
は
宮
座
ば
か
り
で
な
く
、
村
落
組
織
が
基
本
的
に
対
等
を
原
則
と
す
る
当
屋
制
原

理

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

④
結
語
－
束
里
地
区
の
宮
座
の
特
徴
－

　

こ
れ
ま
で
室
生
村
束
里
地
区
の
二
つ
の
村
落
、
－
多
田
と
染
田
の
宮
座
に
つ
い
て
、

そ
の
組
織
と
儀
礼
の
特
徴
を
考
察
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
こ
の
二
つ
の
村
落
の
宮
座

を
束
里
地
区
全
体
の
宮
座
と
比
較
し
て
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
構
造
的
特
質
を
明
ら
か

に
し
た
い
と
思
う
。

　
表
1
は
、
室
生
村
束
里
地
区
の
宮
座
を
主
要
な
指
標
に
つ
い
て
比
較
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
表
か
ら
こ
の
地
域
の
宮
座
の
特
徴
と
し
て
以
下
の
諸
点
を
指
摘
で
き
よ
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表1　室生村束里地区7集落の宮座の比較

東無山（22） 多田（27） 染田（52） 小原（50） 上笠間（63） 下笠間（95） 深野（90）

神社 九頭神社 九頭神社 春日神社 八幡神社 新宮神社 九頭神社 神明神社

宮座類型 株座 村座 村座 村座 村座 村座 村座

座数 本座・平座 一座 東・西 一座 本座・平座 一座 本座・平座

複数座 階層別 一 地域 一 新旧、地域 一 地域

村神主 （当屋） （当屋） （当屋） （当屋） 座頭 宮年寄 宮年寄

当屋 1軒 2軒　1組 4軒　1組 4軒　1組 4軒　1組 7人 各座　1人

中心当屋 一 年長が兄当屋 年長が当屋 年長が当屋 くじ 身分

当屋順序 家並順 決まった順 決まった順 帳簿順 一七歳若当 一

祭費負担 当屋 当屋 当屋 当屋 当屋 当屋
一

神田 当屋田 宮田 ［宮田］ なし 一 ｝ 宮講田

祭礼 10／25 10／16．17 10／18．19 10／17．18 10／18．19 10／17．18 10／19．20

本座 一
○（10／17） ○（10／19） ○（10／18） ○（10／18） ○（10／18）

料理 一
［料理持参］ 料理持参 当屋 当屋

一
指図 一 一老指図 総代指図 一 　 一 一老が指図

お渡り ○（10／16、17） ○（10／19） ○（10／18） 現在なし なし ○（10／20）

当渡し 10／25当屋 10／17本座 10／19本座 10／18本座 10／18 10／18 10／20本座

餅分割 一
○（24） なし なし なし 　 一

（［］内は現在はなし。一は不明）

う
。
第
一
は
、
こ
の
地
域
で
は
少
な
く
と
も
現
在
は
村
座
が
多
く
、
株
座
は
東
無
山

に
あ
る
の
み
で
あ
る
。
第
二
は
、
戸
数
の
少
な
い
村
落
は
一
座
の
構
成
、
大
き
い
村

落
は
複
数
座
を
構
成
す
る
傾
向
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
複
数
座
の

多
く
は
地
域
別
の
編
成
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
染
田
と
小
原
の
よ
う

に
同
じ
集
落
規
模
で
あ
り
な
が
ら
座
数
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
戸

数
と
座
数
と
い
う
二
つ
の
変
数
の
関
係
は
、
何
年
に
一
度
当
屋
を
回
す
か
と
い
う
事

実

に
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
の
宮
座
は
、
多
田
、
染
田
の
よ
う
に
十
数
年
に
一

回
ず
つ
当
屋
を
遂
行
す
る
村
落
と
、
小
原
の
よ
う
に
一
世
代
に
一
度
回
転
さ
せ
る
村

落
と
が
あ
り
、
こ
れ
は
当
屋
遂
行
を
ど
の
よ
う
に
認
識
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
奈
良
県
に
隣
接
に
す
る
滋
賀
県
の
宮
座
は
、
一
世
代
に
一
回
当
屋
を
つ

と
め
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
宮
座
が
編
成
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
が
、
束
里
地
区
で

は
格
段
に
回
転
の
早
い
宮
座
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
今
回
の
調
査
の
一
つ
の
発
見
で

あ
る
。

　
第
三
は
、
複
数
の
家
々
が
組
を
な
し
て
当
屋
を
勤
め
る
例
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
組
は
偶
然
的
な
組
で
あ
り
固
定
的
で
は
な
い
。
こ
の
う
ち
一
軒
を
中
心
の
当
屋

（大
当
屋
な
ど
）
と
し
、
残
り
の
当
屋
を
そ
の
補
佐
役
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
複
数

の

当
屋
を
設
定
す
る
の
は
、
当
屋
の
祭
祀
的
役
割
と
経
済
的
負
担
の
分
散
化
が
目
的

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
束
里
地
区
の
宮
座
は
特
定
の
当
屋
に
著
し

く
役
割
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
を
避
け
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
第
四
は
、
当
屋
の
役

割
に
つ
い
て
笠
間
川
上
流
に
位
置
す
る
東
無
山
、
多
田
、
染
田
、
小
原
と
下
流
の
上

笠
間
、
下
笠
間
、
深
野
で
は
顕
著
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
当

屋
神
主
の
こ
と
ば
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
屋
が
カ
ミ
を
祀
る
い
わ
ば
神
主
的
役

割
と
、
供
物
や
直
会
の
準
備
な
ど
に
あ
た
る
役
割
の
双
方
を
担
う
傾
向
が
強
い
こ
と

で

あ
る
。
こ
の
地
域
で
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
「
村
神
主
」
と
い
う
表
現
も
こ
の
こ
と

を
よ
く
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
下
流
の
村
落
の
宮
座
で
は
、
当

屋

は
専
ら
供
物
や
直
会
の
準
備
な
ど
に
あ
た
り
、
「
宮
年
寄
」
「
座
頭
」
の
よ
う
に
祭

祀
的
役
割
の
担
当
を
別
に
設
定
す
る
傾
向
が
強
い
。
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第
五
は
、
下
笠
間
の
事
例
を
除
け
ば
、
当
屋
の
順
序
は
家
並
順
、
帳
簿
順
が
多
く
、

年
齢
順
に
当
屋
を
つ
と
め
る
村
落
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
こ

の
地
域
で

は
、
宮
座
の
年
齢
的
要
素
が
希
薄
で
あ
り
、
中
心
当
屋
の
選
定
や
、
直
会

の
座
の
采
配
な
ど
年
齢
序
列
が
関
係
す
る
程
度
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、

年
齢
序
列
は
当
屋
制
を
補
完
す
る
役
割
し
か
も
た
ず
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
地
域
の

宮
座
の
基
本
的
制
度
が
当
屋
制
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
本
稿
の
冒
頭
で
設
定
し
た
二
つ
の
課
題
に
即
し
て
、
結
論
を
要
約
す
れ
ば

以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
宮
座
に
お
け
る
家
原
理
と
し
て
の
当
屋
制
原

理

と
個
人
原
理
と
し
て
の
年
齢
序
列
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
地
域
の
宮
座
の
基
本
的

原
理

は
家
を
単
位
と
す
る
当
屋
制
原
理
で
あ
り
、
年
齢
序
列
は
そ
の
な
か
で
個
人
の

地
位
関
係
を
設
定
す
る
補
助
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

い

ま
ひ
と
つ
は
、
当
屋
へ
の
役
割
お
よ
び
負
担
集
中
の
程
度
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
地
域
の
宮
座
は
、
特
定
の
家
に
極
端
に
役
割
を
集
中
さ

せ

る
こ
と
を
避
け
、
複
数
の
当
屋
が
役
割
を
分
担
し
た
り
、
費
用
を
負
担
す
る
傾
向

が
強
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

註（
1
）
　
本
稿
は
、
二
〇
〇
二
年
一
月
二
十
六
日
開
催
さ
れ
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
基
幹
研
究

　
　
「
カ
ミ
祭
祀
・
葬
墓
制
と
地
域
社
会
」
研
究
会
に
お
け
る
報
告
「
『
当
屋
制
』
再
考
ー
大
和
室

　

生
村
の
宮
座
を
中
心
に
ー
」
の
一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
村
組
と
し
て
の
垣
内
に
は
、
神
は
祀
ら
れ
て
い
な
い
。

（
3
）
　
一
九
八
六
年
改
正
の
規
程
に
は
「
神
社
参
拝
の
服
忌
に
関
す
る
件
」
と
し
て
、
以
下
の
よ

　

う
に
服
忌
の
範
囲
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

両
親

外
親

祖
父
母

曽
祖
父
母

妻子外
子

一
ケ
年

三

ケ
月
、
外
兄
弟
姉
妹

三

ケ
月

三

ケ
月

三

ケ
月

ニ
ケ
月

七
日

孫叔
父
叔
母

甥
姪

従
兄
弟
姉
妹

兄
弟
姉
妹

一
ケ
月

一
ケ
月

七
日

三
日

一
ケ
月

（
4
）
多
田
に
は
九
頭
神
社
の
当
屋
二
軒
の
ほ
か
に
、
都
祁
水
分
神
社
の
祭
祀
に
あ
た
る
当
屋
が

　
　
毎
年
二
軒
あ
る
。

（
5
）
　
染
田
で
も
当
屋
は
、
「
当
屋
神
主
」
「
村
神
主
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
染
田
で
も
春
日
神
社
の

　
　
当
屋
の
ほ
か
に
都
祁
水
分
神
社
の
当
屋
が
四
軒
選
定
さ
れ
る
。

（
6
）
　
当
時
の
記
録
に
は
、
「
本
年
度
か
ら
春
日
神
社
の
秋
祭
に
子
供
御
輿
を
奉
納
し
て
頂
き
ま
し

　
　
た
。
子
供
会
で
御
輿
を
担
い
で
区
内
を
巡
回
し
て
頂
く
関
係
で
祭
の
日
を
十
月
第
三
日
曜
日

　
　
に
行
な
う
こ
と
に
成
り
ま
し
た
」
と
あ
る
。
子
供
御
輿
の
巡
行
の
開
始
は
、
子
供
を
祭
に
参

　

加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
祭
の
賑
わ
い
を
増
す
の
が
目
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

参
考
文
献

蒲
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The　Miyaza　System　and　Rites　in　Northeastem　Nara　Pref已cture

UENO　Kazuo

　　　This　paper　reports　on　the　miyaza（council　of　elders　who　represented　families　who　claimed

association　with　a　local　shrine　and　who　annually　elected　a　shrine　of6cial　to　run　festivals）system

and　the　structure　of　religious　services　on　the　basis　of　local　investigations　conducted　since　1997　in

the　northeastern　part　of　Nara　Prefecture　with　a　primary　focus　on　the　two　settlements　of　Tada

and　Someda　in　the　Higashisato　district　of　Muro　village．　The　fOllowing　are　the　two　main　issues

addressed　in　this　paper．　First，　by　providing　examples　I　examine　the　involvement　of　the　toya　sys－

tem（appointment　of　head　of　a　miyaza）which　is　the　structural　principle　of　the　miyaza　at　a　fam－

ily　level，　and　an　age－based　hierarchy，　which　is　the　structural　principle　at　an　individual　level．　In

the　districts　studied　here　age－based　hierarchy　has　maintained　a　special　importance　as　the　posi－

tions　and　the　performance　of　religious　services　are　determined　according　to　age．　Accordingly，

the　issue　requiring　address　here　is　one　of　the　questions　presented　by　the　general　theory　on　the

miyaza　system．　Second，　one　issue　in　relation　to　the　structure　of　miyaza　rites　concerns　the　meth－

ods　used　when　miyaza　actually　perfbrmed　religious　services．　In　other　words，　this　is　a　question　of

whether　a　religious　role　and　economic　burden　are　concentrated　on　a　specific　toya（miyaza

head）．Research　into　the　miyaza　system　to　date　has皿covered　the　existence　of　two　such　types，

and　the　second　issue　covered　here　is　an　investigation　of　what　kind　of　trends　are　to　be　fbund　in

the　districts　that　have　been　studied．

　　The　findings　of　these　investigations　have　resulted　in　the　fOllowing　conclusions．　One　is　that　the

fundamental　principle　of　the　miyaza　in　these　districts　is　the　principle　of　the　toya　system　wherein

families　fbrm　the　basic　unit，　and　that　the　age－based　hierarchy　performs　a　supplementary　role

within　this　in　determining　the　positional　relationships　between　individuals．　A　second　conclusion

is　that　the　miyaza　in　this　district　have　avoided　extreme　concentration　in　specific　families，　result－

ing　in　a　tendency　to　divide　roles　between　several　toya，　and　to　share　the　burden　of　expenses．
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